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Q
A

保育料無償化で変わったか

〈民生部長〉

10 月から待機児童が５人発生。
12 月では 10 人となった。

【
Ｑ
１
】

　

保
育
料
の
無
償
化
が
始

ま
り
、
待
機
児
童
は
増
え

た
か
。

【
Ａ
１
】

　

無
償
化
が
理
由
で
は
な

い
が
、
育
児
休
業
明
け
の

入
所
児
童
が
８
人
増
。
９

月
ま
で
待
機
０
だ
っ
た

が
、
10
月
に
５
人
、
12
月

で
は
10
人
と
な
っ
た
。

【
Ｑ
２
】

　

待
機
が
生
じ
て
い
る
が
、

そ
の
要
因
は
何
が
考
え
ら

れ
る
か
。

【
Ａ
２
】

　

女
性
の
社
会
進
出
や
、

早
く
職
場
復
帰
し
た
い
傾

向
が
あ
り
、
０
歳
～
２
歳
の

入
所
希
望
が
増
え
て
い
る
。

【
Ｑ
３
】

　

待
機
０
に
は
施
設
の
定

員
枠
増
の
必
要
が
あ
る
が
。

【
Ａ
３
】

　

昨
今
、
育
児
休
業
か
ら

の
職
場
復
帰
が
早
く
、
０

歳
児
は
保
育
基
準
が
厳
し

い
た
め
、
年
度
途
中
の
保

育
士
確
保
が
困
難
な
の
で

難
し
い
。

【
Ｑ
４
】

　

保
育
士
確
保
に
他
市
町

は
色
々
な
補
助
金
を
出
し

て
い
る
が
、
支
援
策
は
あ

る
か
。

【
Ａ
４
】

　

今
後
は
他
市
町
の
動
向

な
ど
を
見
て
、
研
究
・
検

討
す
る
。

【
Ｑ
５
】

　

無
償
化
に
よ
り
、
保
育

料
の
便
乗
値
上
げ
が
社
会

問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、

町
内
の
調
査
は
さ
れ
た
か
。

【
Ａ
５
】

　

こ
の
度
は
値
上
げ
は
な

か
っ
た
が
、
も
し
あ
れ
ば

町
が
指
導
し
て
い
く
。

子育て支援
教 育

山野千佳子議員

Q
A

くまの・こども夢プラザを
熊野版ネウボラの拠点に
〈町長〉

夢プラザを中心に、子育て支援の充実を図る。

【
Ｑ
１
】

　

夢
プ
ラ
ザ
を
子
育
て
世

代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と

し
て
位
置
づ
け
、
母
子
健

康
手
帳
の
交
付
を
。
ま
た
、

夢
プ
ラ
ザ
に
子
育
て
経
験

豊
か
な
保
健
師
の
配
置
を
。

【
Ａ
１
】

　
「
ひ
ろ
し
ま
版
ネ
ウ
ボ

ラ
」
で
は
、
中
学
校
区
毎

に
拠
点
を
置
き
、
子
育
て

の
相
談
窓
口
を
設
け
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。「
熊

野
版
ネ
ウ
ボ
ラ
」
を
推
進

す
る
た
め
に
は
、
保
健
師
、

保
育
士
な
ど
専
門
職
の

セ
ッ
ト
配
置
は
欠
か
せ
な

い
も
の
と
考
え
る
。

　

ネ
ウ
ボ
ラ
の
拠
点
と
な

る
夢
プ
ラ
ザ
に
保
健
師
を

配
置
し
、
母
子
健
康
手
帳

の
交
付
を
行
い
た
い
。

【
Ｑ
２
】

　

戦
略
的
広
報
で
ネ
ウ
ボ

ラ
事
業
の
住
民
周
知
を
。

【
Ａ
２
】

　

子
育
て
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

の
内
容
の
拡
充
と
併
せ
、

よ
り
多
く
の
方
の
手
に
渡

る
よ
う
配
布
方
法
を
検
討

す
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

の
掲
載
も
し
っ
か
り
行
う
。

　

ス
マ
ホ
ア
プ
リ
の
「
こ

ふ
で
り
ん
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」
に

は
、
子
育
て
に
役
立
つ
情

報
を
適
宜
届
け
、
多
く
の

子
育
て
世
代
の
皆
さ
ん
に

登
録
い
た
だ
け
る
よ
う
啓
発

に
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
。

※
ネ
ウ
ボ
ラ
と
は

　

妊
娠
か
ら
出
産
、
子
育

て
ま
で
を
切
れ
目
な
く
支

援
す
る
仕
組
み
で
す
。フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
語
で
「
ア
ド
バ

イ
ス
す
る
場
所
」
を
意
味

し
ま
す
。

光本 一也議員

▲ くまの・こども夢プラザ

Q
A
バス利用者駐車場の管理等は

〈町長〉

広島県が造成・施工し、昭和 60 年４月供用開始後は、
県と町で管理等を役割分担している。

中島 数宜議員

【
Ｑ
１
】

　

放
置
車
両
が
多
い
の
で

は
な
い
か
。
適
正
利
用
に
向

け
た
対
策
を
考
え
て
い
る
か
。

【
Ａ
１
】

　

放
置
車
両
が
見
つ
か
れ

ば
県
が
張
り
紙
等
に
よ
り

所
有
者
に
撤
去
を
促
し
、

そ
れ
で
も
移
動
が
な
い
場

合
に
は
警
察
に
相
談
し
、

対
応
し
て
い
る
と
伺
っ
て

い
る
。
町
に
お
い
て
も
放

置
車
両
を
発
見
し
た
場
合
、

県
に
順
次
報
告
し
て
い
る
。

【
Ｑ
２
】

　

常
に
満
車
状
態
で
、
入

り
口
道
路
に
も
駐
車
し
て

い
る
。
目
的
外
の
駐
車
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

の
対
策
は
。

【
Ａ
２
】

　

バ
ス
利
用
者
の
乗
り
継

ぎ
を
目
的
と
し
た
看
板
を

３
カ
所
設
置
し
て
い
る
が
、

新
た
な
追
加
看
板
の
設
置

と
、駐
車
場
内
の
パ
ト
ロ
ー

ル
を
適
宜
実
施
し
、
該
当

車
両
を
発
見
し
た
場
合
に

は
県
に
報
告
す
る
。

【
Ｑ
３
】

　

定
期
的
に
清
掃
を
実
施

し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、

そ
の
頻
度
は
。
ご
み
も
散

乱
し
、
落
ち
葉
等
で
側
溝

が
埋
ま
っ
て
い
る
。

　

定
期
的
に
清
掃
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
な
い
が
。

【
Ａ
３
】

　

月
１
回
程
度
、
町
の
臨

時
職
員
に
よ
り
定
期
的
に

清
掃
を
実
施
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
平
成
30
年

７
月
豪
雨
の
対
応
で
、
草

刈
り
、
側
溝
清
掃
、
竹
木

の
伐
採
等
が
で
き
な
か
っ

た
た
め
、
現
在
実
施
中
。

【
Ｑ
４
】

　

駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
示
す
白

線
が
消
え
て
い
る
。
区
画
線

の
引
き
直
し
が
で
き
な
い
か
。

【
Ａ
４
】

　

要
望
が
あ
っ
た
こ
と
を

管
理
主
体
の
県
に
伝
え
る
。

道 路
交 通

Q
A

熊野トンネルの無料化に伴う県道等の
整備計画は
〈町長〉

本町も含めた関係機関において円滑な移管が行えるよう
対策を進めている。

竹爪 憲吾議員

【
Ｑ
１
】

　

令
和
２
年
12
月
の
熊
野

ト
ン
ネ
ル
無
料
化
に
伴
い
、

町
内
の
道
路
整
備
計
画
は
。

【
Ａ
１
】

　

一
時
中
断
さ
れ
て
い
る

川
角
交
差
点
東
側
の
県
道

矢
野
安
浦
線
の
拡
幅
が
再

開
さ
れ
、
ま
た
、
熊
野
郵

便
局
付
近
か
ら
県
道
瀬
野

呉
線
に
つ
な
が
る
バ
イ
パ

ス
部
分
も
再
開
さ
れ
る
。

【
Ｑ
２
】

　

ト
ン
ネ
ル
通
過
後
、
海

田
大
橋
付
近
ま
で
の
道
路

整
備
の
予
定
は
。

【
Ａ
２
】

　

交
差
点
改
良
や
信
号
の

時
間
調
整
等
が
行
わ
れ
る

予
定
で
、
熊
野
町
方
面
か

ら
海
田
大
橋
方
面
へ
の
オ

ン
ラ
ン
プ
は
既
に
整
備
さ

れ
、暫
定
供
用
し
て
い
る
。

【
Ｑ
３
】

　

具
体
的
に
ど
の
交
差
点

が
、
ど
の
よ
う
に
、
い
つ

ま
で
に
改
良
さ
れ
る
の
か
。

【
Ａ
３
】

　

海
田
大
橋
入
口
交
差
点

の
海
田
方
面
へ
の
右
折

レ
ー
ン
が
二
車
線
に
増
設

さ
れ
、
平
谷
交
差
点
、
熊

野
か
ら
最
初
の
土
居
交
差

点
、
矢
野
駅
入
口
の
小
越

交
差
点
で
は
、
信
号
の
調

整
が
行
わ
れ
る
。

【
Ｑ
４
】

　

阿
戸
別
れ
交
差
点
、
町

民
会
館
入
口
交
差
点
の
改

良
計
画
は
ど
う
な
っ
た
か
。

【
Ａ
４
】

　

計
画
は
あ
る
が
災
害
復

旧
優
先
で
中
断
さ
れ
て
い

る
。
早
期
の
着
手
を
働
き

掛
け
た
い
。

【
Ｑ
５
】

　

無
料
化
後
、
ト
ン
ネ
ル

内
や
周
辺
の
管
理
は
。

【
Ａ
５
】

　

管
理
事
務
所
は
閉
鎖
さ

れ
、
県
や
市
が
一
般
道
路

と
し
て
管
理
し
、
業
者
委

託
で
維
持
管
理
さ
れ
る
。


